
 独立行政法人国際交流基金の平成15年度の業務実績に関する項目別評定表 

 

 

 

中期目標評価：中期計画において定められた各項目についての達成度を評価する。 

事業年度評価：中期計画において定められた各項目についての実施状況を評価する。 

 

 

 

 

 

Ａ：中期計画の実施状況が当該事業年度において順調である。 

Ｂ：中期計画の実施状況が当該事業年度においておおむね順調である。 

Ｃ：中期計画の実施状況が当該事業年度においてやや順調でない。 

Ｄ：中期計画の実施状況が当該事業年度において順調でなく、業務運営の改善等が必要である。 

 
 

中 期 計 画 の 各 項 目 小 項 目 の 評 定 方 法 委員会 
評 定 

 

    中項目に対する評定の決定理由等 
大  項  目 中   項   目 小   項   目  

 
評 定 指 標 小項

目 

中

項

目 
 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

国内事務所借料の20％以上削減達成 

 

海外事務所借料の15％以上削減達成 

 

一般管理費に関する業務の効

率化と経費節減（中期計画期間

の最終年度までに平成14年度

に比べて1割相当額の削減） 

 

 

 

 

 IP電話の導入、国内の定期刊行物等の整理統合に

よる印刷経費の節減、光熱水料節約、廃棄物減量

化、ﾘｻｲｸﾙ推進 

 

#1 
 

 

 

 

 

A 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

国内附属機関における日本語教育専門員経費の

5％削減を含む管理運営経費の削減 

 

(１)業務の合理化と経費節減 

運営費交付金関連の業務経費

の効率化と削減（毎事業年度

1％以上の削減） 

 外部団体の連携促進による経費削減、海外事務所

での競争促進、IT活用による印刷費、輸送費等の軽減

 

#2 

 

 

 

 

A 

#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

一般管理費の削減や運営費交付金関連の業務経費の削減において、

各々、中期計画に定められた数値目標の達成への尽力が認めら

れ、中期計画の実施に向け「順調」な実施状況にあると判断さ

れる。  

但し、海外事務所の賃借料削減にあたっては、必要な事務所

機能の維持・強化を前提とすべき点を留意すべきである。 

また、「特殊法人合理化計画」にて「外交政策上必要性の高い

ものに限定することにより事業量を縮小する」と記載されてお

り、外交上必要性の高いプログラムの事業を優先させるため、

一部プログラムの見直しを行うことによって事業量を縮小させ

てきたが、今後も、外交上の必要性の観点からどのようなプロ

グラム・事業に重点を置いて、どの程度の予算を用いて実施す

べきかについて、外務省と国際交流基金で共同して更なる検討

を進め、基金事業にメリハリをつけていく必要がある。 
 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

１ 業務運営の効率化に

関する事項に関する目標

を達成するためとるべき

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)組織運営における機動

性、効率性の向上 

機構改革により「文化芸術交

流」、「日本語教育」「日本研

究」の三つの事業分野に再編。

国民各層の国際文化交流事業

への参加を推進するための新

たな事業部門を設置する。 

 

機構改革の実施状況 

 

#3 

 

 

A 

#2 

 

 

A 

四事業部門への再編のための準備は順調に進行しており、各

事業部門への人員配置についても、業務量と人員のバランスを

配慮して計画が策定されている。また研修や人事交流を通じた、

職員の専門性の強化、民間からの人材登用に関しては、適切な

第一歩が取られたと判断される。以上より、全体として見て、

中期計画の実施に向け、「順調な」実施状況にあると判断され

る。 

 1



 

独立行政法人から検討状況・実施状況についての説明

等を受け、委員の協議により判定する。 

 

職員配置計画 

 

研修・人事交流の実施状況 

 

職員の計画的配置及び研修・人

事交流等による職員の専門性

向上を通じた組織の専門

性・効率性の向上 

 

#4 

 

 

B 

  しかし、専門性の強化や組織の効率性の強化等の成果につい

ては、今後明らかになるものであるので、注視を続けていく。

また、今後、中期計画の実施に向け、以下につき検討又は留意

すべきである。 

（１）機構改革については、四事業部門の縦割りに陥ること

なく、領域横断的なプロジェクトの総合調整が効果的に行える

よう配慮すべきである。 

（２）職員の計画的配置、研修・人事交流の実施の目的は、

「職員の専門性を高め、組織の専門性を高め、組織の効率性を

一層高める」ことにあるのであれば、関連措置の実施による効

率性の向上または効果の増大についての具体的な数値による達

成目標の設定を検討すべきである。 

（３）また、専門性の向上等を目的として、美術館、大学な

どの他の文化機関との人事交流の可能性も積極的に検討すべき

である。 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

指標設定の有無 

 

評価ﾃﾞｰﾀ収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)業績評価の実施 各事業の目的・成果・評価方法

の明確化及び受益者層・外部有

識者による評価の実施 

外部有識者による評価 

 

#5 

 

 

 

 

B 

#3 

 

 

 

 

B 

評価データの収集については、慣習の相違等によりアンケー

トの収集等について評価データが完備していない事業があっ

た。事業又はプログラム毎の事前評価から事後評価に到るまで

の事業プロセスで収集する評価指標を定めているが、今後、自

己評価を行うに当たって、外交上の必要性にどれだけ寄与する

かを見る指標（中長期的評価）の設定が望ましい。 

また、外部評価の実施において、基金と類似の事業を行う他

の文化交流団体関係者を評価者に加えた専門家による評価を実

施しているが、今後、専門性・客観性の確保のために、専門家

の選定の基準を明確化すべきである。 

以上に鑑み、全体として、中期計画の実施に向け「概ね順調

な」進捗状況にあると判断される。 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

 

外交上必要な事業への限定 

 

在外公館との協議による国別ニーズを把握した

事業の実施 

 

外交上重要な文化事業の実施 

 

２ 国民に対して提

供するサービスそ

の他の業務の質の

向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 国際文化交流に係る

外交政策を踏まえた事業

の実施 

外交上必要な事業への限定、在

外公館との協議による国別ニ

ーズを把握した事業の実施、外

交上重要な文化事業の実

施を求められた場合の協

力、我が国対外関係への配

慮  

我が国対外関係の配慮 

 

#6 

 

 

 

 

 

 

B 

#4 

 

 

 

 

 

 

B 
 

中東交流強化事業については必ずしも当初予定の規模で実施

出来なかったが、周年事業等の大型文化事業に関しては、外務

本省及び在外公館の要望は概ね実施され、特記事項の形で纏め

られた在外公館のニーズについても、概ね実施された。さらに、

事業の実施過程において外交上問題が発生した事例も特になか

ったことを考慮すれば、平成１５年度としては、全体として、

中期計画の実施に向け「概ね順調」な進捗状況にあるというこ

とができる。 

他方、来年度については中期計画の実施に向け以下の取り組

みを検討するべきである。 

（１） 今までも外交上必要性の高いプログラムの事業を優

先させるため、一部プログラムの見直しが行われたが、

今後、外交上の必要性の観点から、どのようなプログラ

ム・事業に重点を置いて、どの程度の予算を用いて実施

すべきかについては、基金のミッションが組織の行動を
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      コントロールする機能を果たしているかに係る極めて重

要な課題であり、外務省と国際交流基金で共同して更な

る検討を早急に行う必要がある。 

（２） その過程において、基金が行う自己評価（事前評価・

事後評価双方）において、外交上の必要性にどれだけ寄

与するかに係る指標の導入について議論されるべきであ

る。 

（３） 一方、必要性の基準の明確化に当たっては、外交と

いう業務の性格に伴う一定の柔軟性（迅速な対応、ネッ

トワーク構築におけるリスクヘッジ・リダンダンシーの

必要）の必要についても配慮する必要がある。 

（４） 在外公館の要望する事業を取り纏める「特記事項」

については、外務省として外交政策に照らして特記事項

に記載されるべき事業についてより精査を行うことが

必要である。  
 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

「文化芸術交流の促進」、「海

外日本語教育、学習への支援」、

「海外日本研究及び知的交流

の促進」、「国際交流情報の収

集／提供及び国際文化交流担

い手への支援」等の分野別の事

業編成 
 分野別事業計画の策定 

 

#7 

 

 

A 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

「国際交流情報の収集・提

供及び国際文化交流担い

手への支援」を拡充する。

 実施体制の整備状況 

 

#8 

 

 

A 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

日本語専門家派遣 

 

海外日本語教育機関助成 

 

日本語教材寄贈 

 

映画・テレビ番組政策協力 

 

翻訳協力 

 

出版協力 

 

 

 

 

(2)効果的な事業の実施 

所期目的が達成された事

業、社会情勢等の変化によ

り政策的必要性が弱まっ

ている助成等事業、費用対

効果が小さい事業の縮

小・改廃・見直しを行う。

文化映画の在外フィルムライブラリー購送 

 

#9 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

中期計画において具体的に明記された形で見直し対象とされ

たプログラムについては、具体的な対応が行われており、平成

１５年度に行われた検討の結果、平成１６年度プログラム数に

ついては中期計画上の目標の１割減を達成出来る見込みであ

る。 

また、分野別の事業編成とするために機構改革を実施するこ

ととし、部を一つ減らし、「国際交流情報の収集・提供及び国

際文化交流担い手への支援」を拡充するという観点から情報セ

ンターを設立して関連事業の実施体制を整備することを決定し

たことは、スクラップアンドビルドという観点から評価できる。

海外事務所の置かれていない国についても、在外公館が実現

を強く希望する事業をとりまとめた「特記事項」記載事業のう

ち、８９％に対応がなされ、巡回展、日本文化紹介派遣主催事

業も合計して平成１５年度下半期で１２１件行われており、海

外事務所が置かれていない国についても、実施事業に質的・量

的な不均衡が過度に生じないようにするための配慮が行われて

いる。 

以上により、効果的な事業の実施のための取り組みについて

は、平成１５年度に関しては、中期計画の実施に向け「順調な」

進捗状況にあると判断される。 

一方、社会情勢等の変化に伴う重点シフトは重要であり、中

期計画の実施に向け、今後も、プログラム・事業の見直しにあ

たっては、短期的なニーズのみならず、外交上の判断を踏まえ

て効率化をすべきである。また、助成プログラムについては、

その効果的運用につき、配慮すべきである。 
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スポーツ専門家の長期派遣 

 

学部学生に対する日本研究スカラシップ 

 

国内映画祭助成 

 

大学院留学スカラシップ 

 

日本研究講師等フェローシップ 

 

 

平成14年度と比べて10％以上のプログラム数の

削減 

 

 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

 

海外事務所の存否によっ

て質的・量的不均衡が過度

に生じないよう事業を実

施する。 

 

 

在外公館の要請を踏まえた検討状況、事業実施状

況 

 

#10 

 

 

A 

  

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

広報の実施状況 

 

他団体との連携状況 

 

広報と他団体との連携を統括する部局の設置等

実施体制の整備 

 

 

(3)国民に対して提供する

サービスの強化 

インターネット、出版物等

を通じた事業の積極的広

報、他団体との連携により

国際交流事業が実施しや

すくなるような環境作り

に努める、国民の窓口とな

る部局の設置  

 

#11 

 

 

 

 

 

 

 

A 

#6 

 

 

 

 

 

 

 

A 

インターネットによる広報については、魅力的なホームペー

ジ作成を進めた結果、平成１５年度の下半期のアクセス数が年

間アクセス目標を超えた。また、他の担い手との協力について

は新たな案件が発掘されている。また、情報センターの設置の

ための諸準備が進められている。以上により、中期計画の実施

に向け、「順調な」進捗状況にあるということができる。 

他方、国際交流基金は、事業の性格から考えて、国民への広

報のみならず、海外の人々に対する広報も重要であるので、来

年度は、中期計画の実施に向け、参考指標として、海外におけ

る（海外事務所分）、あるいは海外からのアクセス数のデータ（代

替指標としての英語部分へのアクセス）を導入すべきである。 
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独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

運用収入、寄付金収入等、自己収入の確保状況 

３ 予算、収支計画 

及び資金計画 

(1)予算 

(2)収支計画 

(3)資金計画 

資金の運用については、

外貨建債券による運用を

視野に入れつつ、原則、安

全かつ有利な運用により

収入確保に努力する。 

 なお、外貨建債券による

運用及び管理に関しては

適正な執行が行われるよ

う所要の体制整備を図っ

た上で実施する。 

 また、各事業年度におけ

る適切な効率化を見込ん

だ予算による運営を行う。
支出予算の執行状況 

#12

 

 

 

 

 

B 

#7 

 

 

 

 

 

B 
 

運用収入・寄付金収入については、予定を上回る収入を確保

している一方で、支出予算については、全体としては効率的な

執行に努めたが、中東地域の国際情勢の不安定化や相手方の事

情等により一部の事業を延期せざるを得なかったこと等によ

り、１割弱の繰越金が発生した。繰越金の存在そのものが問題

となるわけではないが、執行管理について一層の改善を行う余

地があるので、全体としては中期計画の実施に向け、「概ね順調

な」進捗状況にあると判断する。 

一方、今後については、中期計画の実施に向け、適切な繰越

と不適切な繰越に関する基準の明確化、適切な寄付金の性格の

明確化が必要である。 

また、支出予算の削減についても、一般管理費、業務費の削

減との関連でどのような対処がなされ、削減計画があるのかに

ついて全体像が示されることが必要と考えられる。 

４ 短期借入金の 

限度額 

 短期借入金の計画なし  

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

#13 #8  

５ 重要な財産の 

処分 

 なし  

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

#14 #9  

６ 剰余金の使途  決算において剰余金が

発生した時は、必要な事業

経費に充てる。 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

#15 #10  

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

 

人事評価制度改革の状況 

 

#16 

 

 

 

A 

７ その他省令で 

定める業務運営 

 

 

 

 

 

 

 

(1)人事管理の為の取り組

み 

人事評価制度を、組織の目

標達成と人材育成に主眼

を置いた能力評価と目標

管理の二つの評価手法に

基づく制度に改革、職員の

能力・実績の公正な評価、

及びその結果の処遇への

反映、適正な人事配置、職

員の能力開発、意識改革な
人員配置、能力開発、意識改革等組織活性化の為

の取り組み  

#11

 

 

 

A 

人事評価制度に関しては、能力評価について平成１６年３月

に導入し、実績評価についても職員個人の目標設定を行うこと

を決定する等、目標達成に向けた尽力が認められ、中期計画の

実施に向け「順調な」進捗状況にあると判断できる。 
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 どを通じた組織の活性化 

参考１） 

 イ 期初の常勤職員数

227人 

 ロ 期末の常勤職員数

224人 

 

（参考２）中期目標期間中

の人件費総額見込み

9,121百万円 

   ただし、上記の額は、

役員報酬並びに職員基

本給、職員諸手当、休職

者給与、派遣職員給与及

び役職員の法定福利費

に相当する範囲の費用

である。 

 

 

 
    

 (2)他機関との人事交流の

ための取り組み 

他機関との連携の強化、職

員の能力開発等を目的と

した他の国際交流機関、文

化学術機関等との人事交

流 
人事交流の実施状況 

 

#17 

 

A 

#12

 

A

職員の専門性の強化、民間からの人材登用に関しては、適切

な第一歩が取られたと判断され、平成１５年度に関しては、中

期計画の実施に向け「順調な」進捗状況にあると認められる。

一方、他機関との連携の強化等を目的として、美術館、大学

などの他の文化機関との人事交流の可能性も積極的に検討すべ

きである。 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明

等を受け、各委員の協議により判定する。 

 

 

 

 

(3)施設・設備の改修 長期的視点に立った施

設・設備の保守・管理、研

修、各種活動の充実、快適

な研修環境や機能の確保

の観点から、必要な施設・

設備の改修等の計画的な

実施 

 

日本語国際センター改修 

予定額 １３０百万円（見

込み） 

財源 運用資金取崩し 

 施設・設備の改修の検討状況、実施状況 

 

#18 

 

 

 

 

A 

#13

 

 

 

 

A

日本語国際センター改修を手続や工期の遅れを生じさせるこ

となく、当初の計画通りに実施しており、中期計画の実施に向

け「順調な」進捗状況にあると判断出来る。 

一方、今後は、中期計画の実施に向け、見込額算定時の精度向

上を図るべきである。 
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独立行政法人国際交流基金の平成15年度の業務実績に関する項目別評定表

Ａ 中期計画の実施状況が当該事業年度において順調である。：
中期目標評価 中期計画において定められた各項目についての達成度を評価する。 Ｂ 中期計画の実施状況が当該事業年度においておおむね順調である。： ：
事業年度評価 中期計画において定められた各項目についての実施状況を評価する。 Ｃ 中期計画の実施状況が当該事業年度においてやや順調でない。： ：

： 、 。Ｄ 中期計画の実施状況が当該事業年度において順調でなく 業務運営の改善等が必要である

中 期 計 画 の 各 項 目 小 項 目 の 評 定 方 法 委員会
評 価
小 中項 中項目に対する評定の決定理由等

大 項 目 中 項 目 小 項 目 評 価 指 標 項 目
目

１ 文化芸 (１)基本方針 下記イ～ニを踏まえ 事業を実施する 各指標それぞれについて適切な対応がなされており、中期計画の（ ）（ ） 、 。 #19 #14
術交流の促 イ共通事項 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 実施に向け 順調な 進捗状況にあると判断される。（ ） ・ 、 「 」
進 周年事業等外交上の必要性に対応 委員の協議により判定する。 但し、今後、中期計画の実施に向け、外交上の必要性の対応状況

した事業の実施 に係る指標について、周年事業への対応のみならず、前記小項目
非政府団体との共催等による連携 との関連を踏まえ、基準を明確化することによって、外交上No.6

による効果的効率的事業の実施。非政府 の必要性 意義と文化芸術交流事業とのリンクをより明確に説明す・ ・
団体に対する支援、情報共有等による非 る必要があると考える。
政府レベルの文化交流の活性化 外交上の必要性への対応状況

文化芸術交流関連の情報の
収 国際交流活動のための施設 非政府部門による文化交流活動との連携、支援の状
運営及び海外事務所施設の効果的活 況
用

企画立案過程における事業 文化芸術交流関連の情報の収集 発信状況・
実施による効果及び経費効率等を勘
案した上での効果的な事業実施、主 国際交流活動のための施設運営及び海外事
催事業及び研修事業において裨益者 務所施設の効果的活用の状況
等の ％以上から有意義という評70
価指標の導入 国際交流基金フォーラムの稼働率

A A
ロ日本文化発信型事業 企画立案過程に於ける事業実施による効果（ ）
文化交流基盤の状況や相手国のニー 及び経費効率等の考慮状況
ズ等、相手国の状況を勘案した事業

主催事業及び研修事業において裨益者等の
の企画 実施、特に大型の事業に関 ％以上から有意義という評価指標の導入・ 70
しては必要に応じて事前調査等を実
施する。 日本文化発信型事業の相手国の状況を勘案した

事業の企画 実施の状況・
ハ 双方向 共同作業型及び国際貢（ ） ・
献型事業 相手国との関係 事情に応じた双方向 共同・ ・
相手国との間で一体感の醸成が特 作業型及び国際貢献型事業の実施状況

に求められる国等において、国際共
同制作を進める等積極的に双方向 商業ベースでは日本への紹介が不十分で、・
共同作業型事業を実施する。 日本に紹介する外交上の意義が高いと考え

られる外国文化を日本で積極的に紹介する
事業を実施

ニ 外国文化紹介型事業（ ）
商業ベースでは日本への紹介が不十
分で、日本に紹介する外交上の意義
が高いと考えられる外国文化を日本
で積極的に紹介する事業を実施す
る。

7



( )事業項目 (イ)人物の派遣 招聘を通じた文化 それぞれの分野において、数値目標が達成されており、大部分の2 #20 #15・
芸術交流 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け プログラムについて、各分野の専門家より 良好 段階の１段階・ 、 「 」（4
文化人、専門家、芸術家、学者等 委員の協議により判定する 目 との評価をうけており、各々の分野特有の評価指標に係る尽力）

を派遣 招聘することにより、我が も認められるので、中期計画の実施に向け 順調な 実施状況にあ・ 「 」
国の多様な生活文化紹介、専門家の ると判断される。一方で、中期計画の実施に向け、今後以下の諸
交流、国際共同作業の促進 点について、検討がなされるべきである。

人物の派遣 招聘を通じた文化芸術交流について、適切な人選・ ・

の基準が、事務所 在外公館からの１ ２位推薦への対応というこA ・ ・
とでいいのかは検討する必要がある。

文化芸術分野における国際協力について、相手国に於ける事・
業
の を積極的に行うことによって波及効果を高める努力を強化すPR
べきである。

市民 青少年交流について、イラク サッカー ナショナルチー・ ・ ・ ・
ムの招聘の例に見られるように、広報等によって、効果が当事者
だけでなく広く波及するような配慮を行うことが必要である。

A
適切な人選のための措置状況

新しい分野での人材開拓

被派遣 招聘者等の事業対象もしくは観客等・
の裨益者にｱﾝｹｰﾄを実施し、 ％以上から70
有意義との評価を得る。

内外メディア、論壇等での報道件数。

#21(ロ)文化芸術分野における国際協力
・ 、開発途上国の文化諸分野の人材育 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

成や有形 無形の文化遺産保存 修復 委員の協議により判定する・ ・
等の分野において国際協力を行うた
め、専門家の派遣、セミナーやワー

Aクショップ等の企画 実施 立案を行・ ・
う。

他団体との連携状況

研修等、人材育成を目的とする事業に関し
ては参加者の ％以上から有意義との評価70
を得る。

#22(ハ)市民 青少年交流・
・ ・ 、各国と我が国の市民 青少年の交 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

流を推進することにより、市民及び 委員の協議により判定する
将来を担う青少年レベルの相互理解
を深めると共に、国際交流の担い手
を拡充する。

A
事業内容と事業対象となる市民及び青少年
団体の組み合わせが相手国との相互理解の
深化に最も資するものとなるように配慮

主催事業に関しては観客等裨益者に対してｱ
ﾝｹｰﾄを実施し、回答数の ％以上から有意70
義との評価を得る。
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#23(ニ)造形芸術交流
・ 、各国と我が国の造形芸術交流の国 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

際文化交流事業を実施、支援する。 委員の協議により判定する

A
主催事業に関しては観客等裨益者に対してｱ
ﾝｹｰﾄを実施し、回答数の ％以上から有意70
義との評価を得る。

内外メディア、論壇等での報道件数。

#24(ホ)舞台芸術交流
・ 、各国と我が国の舞台芸術分野の国 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

際文化交流事業を実施、支援する。 委員の協議により判定する

A
主催事業に関しては観客等裨益者に対してｱ
ﾝｹｰﾄを実施し、回答数の ％以上から有意70
義との評価を得る。

内外メディア、論壇等での報道件数。

#25(ヘ)メディアによる交流
・ 、映画、 、書籍出版等を含むメ 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受けTV

ディア分野の国際文化交流事業を実 委員の協議により判定する
施する。

A
催し事業に関しては入場者等裨益者に対し
てｱﾝｹｰﾄを実施し、回答数の ％以上から70
有意義との評価を得る。

内外メディア、論壇等での報道件数。

２ 海外 ( )基本方 下記 イ 及び ロ の基本方針を踏ま 各指標それぞれについて適切な対応がなされており、中期計画の1 #26 #16（ ） （ ）
における 針 え、事業実施の諸施策を立案する。 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 実施に向け 順調な 進捗状況にあると判断される。・ 、 「 」
日本語教 イ 相手国の日本語教育基盤の整備 委員の協議により判定する。 他方、今後、中期計画の実施のため、このような基本方針につい（ ）
育、学習 状況に対応した支援 ても、当事者の評価以外の指標の導入を検討すべきである。
への支援 ①充実した日本語教育基盤を有する

国 地域においては、拠点機関への・
支援や現地教師の養成などを通じ、
現地で自立した教育体制の拡充を支
援。また、相手国のニーズに応じ、
初等中等教育における日本語教育を
積極的に支援

A A②高等教育機関における日本語教育
実施等、一定程度の日本語教育基盤
を有する国 地域においては、拠点・
機関の自立化を促進
日本語教育の基盤が十分に整備され
ていない国 地域においては、相手・
国のニーズを的確に把握した上で、
拠点機関の育成を効果的に促進す
る。
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ロ 地域的な必要性に対応した支援（ ）
① 近隣諸国 地域においては、我が・
国との友好関係を深める必要性が高
く、また、相手国においても日本語 外交上の必要性への対応状況
教育に対する関心、ニーズが高いこ
とを踏まえ、積極的な支援を実施す 充実した日本語教育基盤を有する国 地域へ・
る。 の支援
② 日系人の多い国 地域において存・
在する他の国 地域とは異なる高い 一定程度の日本語教育基盤を有する国 地域・ ・
ニーズに配慮する。 への支援

日本語教育基盤が十分に整備されていない
国 地域への支援・

近隣諸国 地域への支援・

日系人が多い国 地域への支援・

( )諸施策 (イ)海外日本語教育機関のﾈｯﾄﾜｰｸ形 アンケートにおいて７０％以上の裨益者から有意義という評価を2 #27 #17
成と強化 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 得る等の数値目標は達成し、大部分のプログラムについて、各分・ 、

委員の協議により判定する 野の専門家より 良好 段階の１段階目 との評価をうけており、「 」（ ）4
日本語国際センター、関西国際セ 各々の分野特有の評価指標に係る尽力も認められるので、中期計

ンター 海外事務所の運営を通じて 画の実施に向け、 順調な 実施状況にあると判断される。、 、 「 」
海外日本語教育の総合的ネットワー 一方で、中期計画の実施に向け、今後以下の諸点について検討が
クを構築する。 なされるべきである。
３年に一度全世界における日本語教
育機関､教師、学習者の調査を実施 日本語教育に関するホームページへのアクセス件数の大幅増・
し、海外日本語教育に関する情報の 加
収集を行い、また毎年度、地域、テ の原因は何か、分析 把握して今後の施策に活用すべきである。・
ーマ等を選び、海外日本語教育機関 機関助成については、限られた資源をより有効に活用するた・
の調査を行い、その情報を印刷物、 め

電子媒体、セミナー等を通じ広く関 に、外交ニーズを踏まえた必要性と助成事業選定とのリンクにつA A
係者に提供する。 いてさらなる精査が必要である。

日本語試験の実施につき、本年度の受験地１都市減の理由この調査分析に基づき、日本語教 海外日本語教育の総合的ネットワーク構築 ・
は、試験日が宗教行事に近接していたため試験監督が集められ育関係者との意見交換を通じて、各 のための努力
なかったことにあるとのことだが、現地試験機関等とも協議し国の事情に応じた適切な日本語教育
つつ、再発防止策を検討すべきである。支援方針を作成する。 海外日本語に関する調査 情報収集の実施状・

日本語教育に関する情報提供につ 況また、その広報状況 海外日本語教師研修における教師の選考において、在外公館・
いて、年間アクセス件数が50万件以 か
上となることを一つの指標として、 各国の事情に応じた適切な日本語教育支援 らの１ ２位推薦への対応ということでいいのかについては、検討・
内容の充実に努力する。 方針の作成 する必要がある。

海外日本語学習者を対象とする施策につき、今後、研修生の・
年間アクセス件数が 万件以上の達成 選50

定は外交上のニーズを踏まえ適切に行われているかについてきち
んと精査する必要がある。

#28(ロ)機関強化 日本語教育専門家の（
・ 、派遣、海外日本語教育機関への助成 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

等 委員の協議により判定する）
各国の日本語教育の拠点となる機

関を強化するため、現地ニーズを踏
まえ、拠点の自立化による支援の継
続の必要性を不断に見直しつつ、以
下の支援事業を実施する。
(i) 大学、教育省、基金海外事務所
等海外の日本語教育の中核となる機
関に日本語教育専門家を派遣する。
(ii)海外日本語教育機関の専任講師
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給与、現地講師謝金の一部を助成す
る。

B( ) 海外の日本語教育機関が実施iii
する日本語弁論大会、学術会議、セ
ミナー、ワークショップ、研修会等
経費の一部を助成。また日本国内の
ＮＧＯが海外日本語教育支援を目的
に実施する活動に対して、経費の一
部を助成する。

拠点の自立化の可能性の検討による支援の
継続の可否の不断の見直し 潜在的ニーズ,
の把握による新規拠点の開拓の為の取り組
み

派遣先機関､支援対象機関等にｱﾝｹｰﾄを実施
し、 ％以上から有意義との評価を得る。70

外部有識者による評価の実施

#29(ハ)日本語能力試験の実施
・ 、海外における日本語能力試験は、各 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

国の日本語学習者の能力測定及び学 委員の協議により判定する
習意欲向上を図る上で極めて重要な
事業であり、効果的かつ効率的に実
施する。また、日本語能力試験の受

A験者数を増加させるよう努める。
試験結果に係る外部有識者による評価の実
施。その結果を試験の内容の有効性及び実
施の効率性を高める為に反映。

試験実施地及び受験者数の増加

#30(ニ)海外日本語教師を対象とする
・ 、施策 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

相手国における日本語の普及状 委員の協議により判定する
況、日本語教育の組織基盤の整備状
況、日本語教育に対するニーズに応
じて、日本への招聘等による日本語
教師の研修を行うとともに、日本語

A教師が使用する教材の充実化に努め
る。研修を効果的に実施するため、 海外日本語教師研修事業の状況
日本語国際センターを活用する。教
材については、インターネット等を
活用し効果的 効率的な頒布が行う 海外日本語教材の開発 供給、海外に於ける・ 。 ・

教材開発の為の支援の状況

外部有識者による評価を実施し、概ね良好
という評価を得る。

研修生を対象とするｱﾝｹｰﾄを実施し、 ％70
以

上から有意義との評価を得る。

#31(ホ)海外日本語学習者を対象とす
・ 、る施策 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け
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職業上あるいは研究活動上、専門 委員の協議により判定する
性の高い日本語能力を必要とする外
国人等、基金以外の機関では十分に
教育を行うことが難しい専門性の高
い日本語の研修及び日本語学習を奨
励するための研修を受講する機会を

A海外日本語学習者に提供するために
関西国際センターを活用する。 外部有識者による評価を実施し、概ね良好

という評価を得る。

研修生を対象とするｱﾝｹｰﾄを実施し、 ％70
以上から有意義との評価を得る。

長期研修については、研修の開始時と終了
時に日本語能力を測定して、日本語能力向
上を評価する。

研修生の研修成果の発表、公開を年１回以
上実施する。

( )日本語 イ 海外事務所による在外公館、教 各指標それぞれについて適切な対応がなされており、中期計画の3 #32 #18（ ）
普及に係る 育機関等 関係機関 団体との連携 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 実施に向け 順調な 進捗状況にあると判断される。、 ・ 、 ・ 、 「 」
留意事項 ロ 日本国内における関係機関 団 委員の協議により判定する（ ） ・

体との連携、 ハ 基金の他の事業分（ ）
野及び日本政府の留学生交流等、関
連施策との連携

A A
海外事務所による在外公館、教育機関等、
関係機関 団体との連携の状況・

日本国内における関係機関 団体との連携の・

状況

基金の他の事業分野及び日本政府の留学生
交流等、関連施策との連携の状況

３．海外 ( )海外日 (イ)基本方針 共通事項 アンケートにおいて７０％以上の裨益者から有意義という評価を1 #33 #19：
日本研究 本研究の促 ① 共通事項 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 得る等の数値目標は達成し、各分野に共通して留意すべき事項、・ 、
及び知的 進 (i) 支援を行う際には、相手国にお 委員の協議により判定する。 及び地域的特性に応じた事業の実施については、各指標それぞれ
交流の促 いて中長期的にも日本研究の促進が について適切な対応がなされているものの、相当のプログラムに
進 効果的に図られるよう、若手研究者 我が国外交上の必要性への対応状況 ついて、各分野の専門家より、フェローシップ受給者が帰国した

の育成、知的コミュニティにおける 後のフォローアップ体制を確立することにより事業の効果を高め
日本研究者の活躍の機会の創出、日 海外事務所における関係機関 団体との連携 るための措置をとるべき等との指摘を受け 概ね良好 4段階の２・ 「 」（
本研究者間のネットワーク拡充等の 段階目 との評価をうけている。また、継続支援案件やプログラム）
工夫をする。 地域研究、日本語普及、留学生交流等の諸 の見直し、廃止を進め、新たなニーズへの対応を進められている

(ii) 海外事務所においては、在外 分野との連携 が、外交面から見た効果を踏まえた、プログラムの更なる廃止 見A B ・
公館、日本研究機関その他関係機関 直しが行われるべきである。以上により、全体としては、中期計
団体と連携し、効率的かつ効果的 画の実施に向け、 概ね順調な 実施状況にあると判断する。・ 「 」
な海外日本研究の支援体制の構築に 支援対象機関及びﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ受給者の ％以 さらに、中期計画の実施に向け、今後以下の諸点について検討が70
努める。 上から有意義という評価指標の導入 なされるべきである。
(iii) 地域研究、日本語普及や留学 今後、基本方針のうち、外交上の必要性の対応状況に係る指・
生交流などの諸分野との連携に配慮 プログラムごとに、定期的に外部有識者に 標
する。 よる評価を実施 について、中期計画の国別方針に従った取り組み、在外公館のコ
(iv) 支援対象となった機関及びフ メントだけではなく、日本研究促進の地域別戦略等を書き込むこ
ェローシップ受給者には、アンケー とを含め、基準を明確化することが必要である。
トを実施し、70％以上から有意義で 海外日本研究の現況と課題を把握するためには、海外におけ・
あったとの評価を得ることを目標と る
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する。 日本研究の動向が、海外における他の諸国の研究 例 中国研究 等（ ： ）
(v)またプログラムごとに定期的に と対比して、どのような傾向になっているのかを把握する必要が、
必要性、有効性、効率性等の適切な あると思われるので、今後の取り組みが期待される。
指標に基づいた外部有識者による評
価を実施し、概ね良好という評価を
得ることを目標とする。

#34(ロ)地域的特性に応じた事業実施
・ 、各地域における日本研究の促進にあ 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

たっては、海外の日本研究の現況と 委員の協議により判定する
課題を研究者数、論文数等の定量的
な分析に加え、対日関心の分野の変
化等質的な面にも踏み込んだ現状把
握を行いつつ、以下の点を踏まえ、
各地域の日本研究支援事業を実施す 海外の日本研究の現況と課題を研究者数、
る。 論文数等の定量的な分析に加え、対日関心

の分野の変化等質的な面にも踏み込んだ現

A(i) アジア 大洋州地域 状把握の実施状況・
近隣諸国における日本研究 アジア 大洋州地域における事業の実施状( )a ・

の促進は、特に重要であり、積極的 況
な支援に努める。

若手研究者の育成、日本研 米州地域に於ける事業の実施状況( )b
究者の活躍の機会の提供、日本研究
者トワーク構築等を通じて日本研究 欧州 中東 アフリカ地域における事業の実・ ・
を活性化する。 施状況

日本語学習者が多い国にお( )c
い本研究の人材の拡充を効果的に図
る。

(ii) 米州地域
米州においては、特に北米で日

本研究基盤の整備が進んでいること
を踏まえ、伝統的な日本研究分野に
加えて、他の社会 人文科学分野に・
おける日本研究的側面も支援し、北
米における日本研究の裾野拡大を図
る。

(iii) 欧州 中東 アフリカ地域・ ・
欧州においては、主に西欧( )a

で日本研究基盤の整備が相当進んで
いることを踏まえ、伝統的な日本研
究分野に加えて、他の社会 人文科・
学分野における日本研究的側面も支
援し、欧州における日本研究の裾野
拡大を図る。

中東 アフリカ諸国と相互理( )b ・
解を促進する一環として、域内諸国
における日本研究の発展を促す支援
を行う。

#35(ハ)諸施策
① 機関支援型事業

・ 、(i) 海外日本研究機関に対す 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け
る支援においては、高い事業効果が 委員の協議により判定する
得られるよう対象機関と支援手段の
組み合わせを決定する。
(ii) 継続的に支援を行っている

機関については、効率的な事業実施
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Bのため、機関の自立化の可能性を検
討するなど、他の機関に支援した場
合の機会的な費用及び効果を勘案し 機関の自立化の可能性の検討による支援の継
つつ、支援の内容ないし継続の可否 続の可否の不断の見直し
を不断に見直す。
(iii) 国際会議、セミナー等の 関連プログラムの見直し 廃止の状況・

形態による事業については、高い事
・業効果が得られるよう適切な日程

議題及び参加者等の事業内容とする 支援対象機関及びﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ受給者にｱﾝｹｰﾄを実
ことを確保する。 施し、 ％以上から有意義との評価を得る。70

② 研究者支援型事業
フェローシップについては、高い事 外部有識者による評価の実施
業効果が得られるよう人選が適切な
ものとなるようにする。学部学生に
対するスカラシップは縮小する。大
学院留学スカラシップ及び日本研究
講師等フェローシップについても廃
止する。

( )知的交 (イ)共通事項 数値目標は達成され、大部分のプログラムについて、各分野の専2 #36 #20
流の促進 ① 長期的視野に立って、次代の知 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 門家より 良好 段階の１段階目 との評価をうけており、中期計・ 、 「 」（ ）4

的交流を担う担い手の育成やネット 委員の協議により判定する。 画の実施に向け 順調な 進捗状況にあると判断される。一方で、「 」
ワークの強化等を進める。 中期計画の実施に向け、今後以下の点について検討がなされるべ
②周年事業及び要人の往来に合わせ きである。
る交流事業等、我が国の外交上の要 各プログラム 事業について、外交面から見た効果等をさらに・ ・
請に配慮した事業を行う。 我が国外交上の必要性への対応状況 整理する必要がある。

事業実施にあたっては、我③
が国の有識者の海外発信能力の向 長期的観点による次代の知的交流の担い手の
上、ネットワーク形成等知的交流基 育成やﾈｯﾄﾜｰｸの強化等の推進
盤の拡充が図られるよう配慮する。

事業形態の特長に応じた高 我が国有識者の海外発信の機会の増加、海外④
い事業効果の実現のため 国際会議 発信能力の向上、ﾈｯﾄﾜｰｸ形成等知的交流基盤、 、
セミナー等の形態による事業におい の強化への配慮
ては、適切な日程 議題及び参加者・
等の内容とすることを確保し また 事業形態の特長に応じた高い事業効果の実現、 、
人物の派遣 招聘事業においては、・
事業の目的に合わせて適切な資質を 支援対象機関及びﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ受給者の ％以上70

A A有する人物を選考する。 から有意義という評価指標の導入
支援対象となった機関及び⑤

フェローシップ受給者には、アンケ 外部有識者による評価を実施

ートを実施し、70％以上から有意義

であったとの評価を得ることを目標

とする等を評価指標の一つとし、適

切な指標に基づく外部有識者による

評価を実施する。

#37(ロ)地域的特性に応じた事業実施
・ 、独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け

① アジア 大洋州地域 委員の協議により判定する・
(i) 近隣諸国との有識者間の相互
理解は、特に重要であり、積極的な
事業実施に努める。
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ii アジア 大洋州地域との間で（ ） ・
は、地域に共通の課題を議題とする
知的交流事業を実施する。

アジアにおける一体感の醸( )iii
成に配慮する。

② 米州地域
(i) 我が国と特に緊密な関係を有
する米国との知的交流は、特に重要
であり、グローバルな課題の解決等
世界の貢献を視野に入れた事業を実
施する。
(ii) 日米センターを運営し、米国
との知的交流及び地域 草の根交流・
事業を実施する。
(iii) 米国以外の米州との知的交流
に関し、より緊密な関係を構築する
ため、知的交流事業を実施する。

A
③ 欧州 中東 アフリカ地域・ ・
(i) より緊密な日欧関係の構築及 アジア 大洋州地域における事業の実施状況・
び世界的視野に基づく日欧の協力の
推進に資する知的交流事業を実施す
る。 米州地域に於ける事業の実施状況
(ii) 旧ソ連、東欧諸国の発展に資
するため、適切な課題をめぐっての
対話等交流事業を実施する。 欧州 中東 アフリカ地域における事業の実施・ ・
(iii) 中東諸国との相互理解を促 状況
進するための事業を実施する。

支援対象機関及びﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ受給者にｱﾝｹｰﾄを実
施し、 ％以上から有意義との評価を得る。70

外部有識者による評価の実施

４．国際 国際交流に １ 対日理解の増進を図るため、日 ホームページのアクセス数は目標値を大きく超えているが、専門（ ） #38 #21
交流情報 関心を有す 本に関心を有する海外の知識人、市 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 家による評価については、機関誌 国際交流 について読者層の一・ 、 「 」
の収集 提 る内外の関 民に対して、海外事務所等を通じた 委員の協議により判定する 層の拡大を期待したいとして 概ね良好 ４段階中２段階目 の評・ 「 」（ ）
供及び国 係者に対す 日本に係る各種照会に対応し、情報 価を受けており、中期計画の実施に向け 概ね順調な 進捗状況に「 」
際文化交 る、国際交 提供を行う。また、 あると判断する。
流担い手 流に関する 国際交流基金本部図書館を運営し、
への支援 情報及び国 同図書館と海外事務所との間で日本
等 際交流基金 関連情報のネットワークを構築して

事業に関す 日本関連情報提供体制を強化する。
る情報の効

（ ） 、 、果的かつ効 ２ ホームページ 機関誌等を通じ
率的な提供 国際交流に関心を有する内外の関係

者に対して、国際交流に関する情報
及び国際交流基金事業に関する情報
を効果的かつ効率的に提供する。ホ

B Bームページの年間アクセス件数が10
0万件以上となることを一つの指標 海外事務所等を通じた日本に関心を有する海外の
として内容の充実に努める。 知識人、市民に対する情報提供の状況

３ 国際交流を行うために必要な調 ホームページ、機関誌等を通じた情報提供の状況（ ）
査及び研究を行い、成果報告をホー
ム ページ等を通じて効果的、効率・
的に公開する。 外部有識者による評価を実施
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ウェブサイトの年間アクセス件数が 万件以上100
となるように努める。

国内におけ 国内における国際文化交流の増進を 数値目標は達成され、専門家より 良好 段階の１段階目 との評#39 #22 4「 」（ ）
る国際文化 図るため 国際交流団体の連絡会議 価をうけており、中期計画の実施に向け 順調な 進捗状況にある、 、 「 」
交流の増進 セミナー･シンポジウム等を通じ、 と判断される。

・ 、を図るため 国際交流団体に対してノウハウ提供 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け
の、国際交 を行うと共に、顕彰や各種支援を効 委員の協議により判定する
流団体への 果的かつ効率的に行う。
ノウハウ提

A A供、顕彰、
各種支援等
の実施

外部有識者による評価を実施

支援対象機関にｱﾝｹｰﾄを実施し、 ％以上から70
有意義との評価を得る。

５．その 海外事務所 本部事業の円滑な遂行のための連絡 各海外事務所は、我が国の国際文化交流の情報、事業、ネットワ#40 #23
他 の運営 調整、及び現地の事情とﾆｰｽﾞに対応 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け ークの拠点として、益々増加しつつあるニーズに応じた活動を行・ 、

した国際文化交流事業の実施､並び 委員の協議により判定する なっているが、専門家による評価において指摘を受けたように、
に関係団体との協力 連携 各海外事務所は、その活動について広報活動を一層強化し、より・

広く基金の活動に対する認知度の向上を図る必要がある。よって、B B
全体として、中期計画の実施に向け 概ね順調な 進捗状況にある「 」

海外事務所の運営状況 と判断できる。また、今後、効率的な運営との関連で、海外事務

所の対費用効果、規模、意義の再検討が必要であると思われる。

外部有識者による評価を実施

京都支部の 関西における関係者とのﾈｯﾄﾜｰｸ構 関係団体との事業実施に於ける協力、ネットワークの構築等の為#41 #24
運営 築、及び関係団体との共催等による 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け の取り組みはおこなわれているが、京都を含む関西地区における・ 、

催しの効果的かつ効率的な実施 委員の協議により判定する 活動について、さらなる認知度向上が課題である。よって、全体
としては、中期計画の実施に向け 概ね順調な 進捗状況にあると「 」

判断できる。また、今後、効率的な運営との関連で、京都支部のB B
費用対効果、規模、意義の再検討が必要であると思われる。

京都支部の運営状況

外部有識者による評価を実施

#42 #25 11国際文化交 特定寄付金事業の実施 事業実施者から徴した報告書における計画達成度については、全
流のための 外部有識者からなる委員会による 独立行政法人から検討状況 実施状況についての説明等を受け 案件ともに計画を上回る若しくは計画通りの成果を上げており、（ ・ 、
施設の整備 対象事業の適正な審査の実施 委員の協議により判定する 中期計画の実施に向け順調な進捗状況にあると判断される。）

A Aに対する援
助等

特定寄付金事業の実施状況




